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学校生活における児童生徒のマスクの着用について 

 

 

 平素から本市教育の充実に向けて，格別のご理解，ご協力をいただいておりますことに，

厚くお礼申し上げます。 

 今般，熱中症により児童生徒が救急搬送される事案が全国で確認されており，今後，更に

気温や湿度，暑さ指数が高くなることが見込まれます。 

 各学校は，様々な理由でマスクを外したくないと感じている子どもたちにも配慮しなが

ら，文部科学省の通知をもとに，次のような場面でマスクの必要がないことを指導していま

す。 

 

 

〈マスク着用の必要がない場面〉 

○ 屋外 

・ 人との距離（２ｍ以上を目安）が確保できる場合 

・ 人との距離が確保できなくても，会話をほとんど行わないような場合 

    

○ 屋内 

・ 人との距離が確保でき，会話をほとんど行わないような場合 

 

○ 学校生活 

・ 屋外の運動場に限らず，プールや屋内の体育館等を含め，体育の授業や運動部活 

動，登下校の際 

 

 

自分でマスクを外してよいか判断することが難しい，また，マスクを外すことに抵抗を感

じているなど，様々な子どもたちがいます。 

ご家庭においても，マスクが必要ない場面や不安の解消など，お子様に声をかけてくださ

い。 


